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　　「春の始まりと終わり」

　　　地域おこし協力隊　宮
みやざき

崎 陸
りく

冬が終わり急に暖かくなってきました。振り返ってみれ

ば、あの冬の寒さや夜の静かな雰囲気が好きだなと感じる

時があります。

　さて、今年度が始まり 1か月が経ち、令和８年の３分の

１が終わりました。これからイベントや山開きなどがあり

忙しい日々が待っていると思うと、今の春の過ごしやすい

日々を味わっておかないとなと思います。そして、協力隊

の活動期間も残り半年を切り、あっという間に終了してし

まいます。残りの期間、楽しみながら活動をしていけたら

と思います。

挑挑
め
、
と
も
に

め
、
と
も
に

〜
小
国
高
校
魅
力
化
通
信
53
〜

！！

　

小
国
高
校
で
は
令
和
３
年
度
よ

り
、
県
外
か
ら
地
域
留
学
生
を
受
け

入
れ
て
い
ま
す
。
６
年
目
と
な
る
今

年
は
、
３
年
間
を
小
国
高
校
で
過
ご

す
「
白
い
森
留
学
」
の
１
年
生
２
人

と
高
校
２
年
生
の
期
間
１
年
間
を
小

国
高
校
で
過
ご
す
「
地
域
み
ら
い
留

学
３
６
５
」
の
２
年
生
２
人
の
計
４

人
を
新
た
に
迎
え
ま
し
た
。

４
月
14
日
に
役
場
を
訪
れ
、
町
長

を
は
じ
め
関
係
者
の
皆
さ
ん
に
自
己

紹
介
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の

場
で
留
学
生
は
「
小
規
模
校
サ
ミ
ッ

ト
の
コ
ア
メ
ン
バ
ー
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
取
り
組
み
た
い
」、「
地
元

に
は
な
い
自
然
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
」
な
ど
、

小
国
町
で
の
留
学
生
活
へ
の
抱
負
を

話
し
て
い
ま
し
た
。

〜
令
和
８
年
度
新
留
学
生
を
迎
え
入
れ
る
〜
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不育・不妊治療費助成事業のお知らせ不育・不妊治療費助成事業のお知らせ
■対象者　夫婦のいずれか一方が本町に住所があり、不育・不妊症の検査、治療を受けたかた
■助成内容
　医療保険適用の有無に関わらず、不育・不妊治療にかかる検査・治療費に対し、１年度あたり上限10万

円を助成
■申請方法
　申請書と必要書類を健康福祉課地域保健担当へ提出してください。
　＜必要書類＞
　　・不育・不妊治療費助成事業受診等証明書
　　・領収証の写し（院外処方がある場合）
　　・国、県等からの治療費助成金給付決定通知書の写し（国、県等から治療等にかかる費用助成を受け

　　た場合）
■問合先　健康福祉課地域保健担当（☎61－1000）へ

高齢者の肺炎球菌感染症及び帯状疱疹の予防接種費用の助成高齢者の肺炎球菌感染症及び帯状疱疹の予防接種費用の助成

風しんの抗体検査及び予防接種費用の助成風しんの抗体検査及び予防接種費用の助成
風しん及び先天性風疹症候群を予防し、安心して妊娠・出産ができるよう風しんの抗体検査及び予防接
種費用を助成しています。
■助成対象
　・抗体検査
　　小国町に住所を有し、次の①～③に該当するかた。ただし、過去に抗体検査を受けたことがあるかた、　

　風しんに罹患したことがあるかた、および予防接種を２回実施したかたは対象になりません。
　①妊娠を希望している31～ 50歳の女性（妊娠中、妊娠している可能性のあるかたを除く）
　②上記①のうち抗体価がHI抗体換算で16以下であるかたの夫及び同居家族
　③抗体価が16以下または妊婦健診結果判明前の妊婦の夫および同居家族

　・予防接種
　　抗体検査の結果、抗体価が十分でないと確認されたかた（妊婦健診で判定されたかたを含む）
■助成額　抗体検査及び予防接種に要した費用の全額
■申込方法　抗体検査および予防接種を受ける前に、健康福祉課にご連絡ください。
■問合先 健康福祉課地域保健担当（☎61-1000）へ

〇高齢者肺炎球菌感染症
■対象者　65歳以上66歳未満のかた及び60～ 64歳で心臓、腎臓、呼吸器等の疾患で障害のあるかた
■助成額　6,000円　
〇高齢者帯状疱疹
■対象者　令和８年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になるかた及び60～

　　　　64歳で免疫機能に障害のあるかた
■ワクチン
　生ワクチンまたは組み換えワクチン
■助成額（１回あたり）
　・生ワクチン　4,400円
　・組換えワクチン　11,000円
それぞれの助成額は予防接種費用の1/2程度になります。対象となるかたには、個別にご案内しています。
■問合先 健康福祉課地域保健担当（☎61-1000）へ




